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消防用設備等の点検結果報告書の取扱いについて(お知らせ) 

平素より、火災予防等各種業務への御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当市では、消防法第１７条の３の３の規定に基づく消防用設備等の点検報告制度に

係る提出書類について、下記のとおり変更しますので、よろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げます。 

記 

１ 変更の内容について 

「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及

び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告

書の様式を定める件」(平成 16年５月 31 日 消防庁告示第９号)第４ただし書きの規定

により、別記様式第１に点検結果総括表(別記様式第２)及び点検者一覧表(別記様

式第３)を添付することをもって足りることとし、各設備ごとの点検票を省略でき

ることとします。 

２ 次のいずれかに該当する防火対象物のうち、点検最終日から６か月以内の提出が

対象となります。 

(１)消防用設備等の点検を実施した結果、全てにおいて不備がないもの。 

(２)点検時に確認した不備事項が、報告までの間に全て是正されたもの。 

３ 取扱い上の留意点 

(１)消火器が複数設置されている場合は、消火器一覧表(別紙、ＨＰ掲載)を添付し

てください。 

(２)上記２に掲げる要件に合致しない場合若しくは当該結果の詳細を確認する必

要が生じた場合等、全ての点検票を提出していただく場合があります。 

(３)不備事項の有無に関わらず、副本には全ての点検票の添付が必要となります。 

４ 施行年月日 

令和 ４年 １２月 １日提出分から実施します。 
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